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血 液 事 業 の あ ゆ み 全 国 血 液 セ ン タ ー 一 覧
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学校献血や献血セミナーについてはお近くの
血液センターにお問い合わせください

売血から献血、国内自給をめざして

日本の血液事業のあゆみ〈ミニ年表〉

北海道

東北

関東甲信越

東海北陸

北海道赤十字血液センター

北海道ブロック血液センター

〒063-0802
札幌市西区二十四軒2条1-1-20

〒063-0802
札幌市西区二十四軒2条1-1-20

011（613）6121

青森県赤十字血液センター 〒030-0966
青森市花園2-19-11 017（741）1511

岩手県赤十字血液センター 〒020-0831
盛岡市三本柳6-1-6 019（637）7200

宮城県赤十字血液センター 〒981-3206
仙台市泉区明通2-6-1 022（290）2501

秋田県赤十字血液センター 〒010-0941 
秋田市川尻町字大川反233-186 018（865）5541

山形県赤十字血液センター 〒990-0023
山形市落合町95-1 023（622）5301

福島県赤十字血液センター 〒960-1198
福島市永井川字北原田17 024（544）2550

東北ブロック血液センター 〒981-3206
仙台市泉区明通2-6-1 022（354）7070

茨城県赤十字血液センター 〒311-3117
東茨城郡茨城町桜の郷3114-8 029（246）5566

栃木県赤十字血液センター 〒321-0192
宇都宮市今宮4-6-33 028（659）0111

群馬県赤十字血液センター 〒379-2154
前橋市天川大島町2-31-13 027（224）2118

埼玉県赤十字血液センター 〒337-0003
さいたま市見沼区深作955-1 048（684）1511

千葉県赤十字血液センター 〒274-0053
船橋市豊富町690 047（457）0711

東京都赤十字血液センター 〒162-8639
新宿区若松町12-2 03（5272）3511

神奈川県赤十字血液センター 〒222-0032
横浜市港北区大豆戸町680-7 045（834）4611

新潟県赤十字血液センター 〒950-0954
新潟市中央区美咲町1-６-15 025（384）0920

山梨県赤十字血液センター 〒400-0062
甲府市池田1-6-1 055（251）5891

長野県赤十字血液センター 〒381-2214
長野市稲里町田牧1288-1 026（214）8070

富山県赤十字血液センター 〒930-0821
富山市飯野26-1 076（451）5555

石川県赤十字血液センター 〒920-0345
金沢市藤江北4-445 076（254）6300

福井県赤十字血液センター 〒918-8011
福井市月見3-3-23 0776（36）0221

岐阜県赤十字血液センター 〒500-8269
岐阜市茜部中島2-10 058（272）6911

静岡県赤十字血液センター 〒420-0804
静岡市葵区竜南1-26-19 054（247）7141

愛知県赤十字血液センター 〒489-8555
瀬戸市南山口町539-3 0561（84）1131

三重県赤十字血液センター 〒514-0131
津市あのつ台４丁目8-5 059（273）6701

東海北陸ブロック血液センター 〒489-8585
瀬戸市南山口町539-3 0561（89）7800

関東甲信越ブロック血液センター 〒135-8639
江東区辰巳2-1-67 03（5534）7666

011（613）6121

近畿

中四国

九州

滋賀県赤十字血液センター

京都府赤十字血液センター

〒525-8505
草津市笠山7-1-45

〒612-8451
京都市伏見区中島北ノ口町26

077（564）6311

兵庫県赤十字血液センター 〒651-0073 
神戸市中央区脇浜海岸通1-4-5 078（222）5011

奈良県赤十字血液センター 〒639-1123
大和郡山市筒井町600-1 0743（56）5916

和歌山県赤十字血液センター 〒649-6322
和歌山市和佐関戸118-5 073（499）7724

近畿ブロック血液センター 〒567-0085 
茨木市彩都あさぎ7-5-17 072（643）1007

鳥取県赤十字血液センター 〒680-0901
鳥取市江津370-1 0857（24）8101

島根県赤十字血液センター 〒690-0882
松江市大輪町420-21 0852（23）9467

広島県赤十字血液センター 〒730-0052
広島市中区千田町2-5-5 082（241）1246

山口県赤十字血液センター 〒753-8534
山口市野田172-5 083（922）6866

徳島県赤十字血液センター 〒770-0044
徳島市庄町3-12-1 088（631）3200

香川県赤十字血液センター 〒761-8031
高松市郷東町字新開587-1 087（881）1500

愛媛県赤十字血液センター 〒791-8036
松山市高岡町80-1 089（973）0700

高知県赤十字血液センター 〒783-0043
南国市岡豊町小蓮448 088（866）6660

中四国ブロック血液センター 〒730-0052
広島市中区千田町2-5-5 082（241）1311

福岡県赤十字血液センター 〒818-8588
筑紫野市上古賀1-2-1 092（921）1400

佐賀県赤十字血液センター 〒849-0925
佐賀市八丁畷町10-20 0952（32）1011

大分県赤十字血液センター 〒870-0889
大分市大字荏隈717-5 097（547）1151

宮崎県赤十字血液センター 〒880-8518
宮崎市大字恒久885-1 0985（50）1800

鹿児島県赤十字血液センター 〒890-0064
鹿児島市鴨池新町1-5 099（257）3141

沖縄県赤十字血液センター 〒902-0076
那覇市与儀1-4-1 098（833）4747

九州ブロック血液センター 〒839-0801
久留米市宮ノ陣3-4-12 0942（31）8900

長崎県赤十字血液センター 〒852-8145
長崎市昭和3-256-11 095（843）3331

075（603）8800

大阪府赤十字血液センター 〒536-8505
大阪市城東区森之宮2-4-43 06（6962）7001

岡山県赤十字血液センター 〒700-0012
岡山市北区いずみ町3-36 086（255）1211

熊本県赤十字血液センター 〒861-8039
熊本市東区長嶺南2-1-1 096（384）6000
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枕元輸血（院内輸血）普及
注射器で採取した血液を、感染症検査等を行わずそのまま輸血する「枕元輸血」が普及。

我が国初の民間商業血液銀行設立
民間商業血液銀行はその後各地に設立され、売血（自らの血液を有償で採血させること）によって
輸血用血液を供給。

日本赤十字社血液銀行開設

「採血及び供血あっせん業取締法」（採供法）施行
血液の適正利用と採血によって生じる保健衛生上の危害を防止し、供血者の保護を図ることを目
的として制定。

「黄色い血」追放運動が始まる
供血者の頻回採血による貧血や、血液の品質の低下が社会問題に。
※売血常習者の血液は、度重なる売血行為により血球部分が少なく黄色い血漿部分が目立ち、

「黄色い血」と呼ばれた。

ライシャワー事件
ライシャワー駐日大使が暴漢に襲われ輸血を受け、輸血後肝炎に感染した事件。輸血された血液
が売血由来の血液であったことから、献血推進の機運が高まる。
政府は輸血用血液を献血により確保する体制を確立するよう閣議決定。

売血による輸血用保存血液の製造を中止（預血制度に切り替え）

輸血用血液のすべてを献血で確保する体制の確立（預血制度を廃止）
一方血漿分画製剤は売血由来、輸入血漿由来の製品が多数を占める。

400mL献血、成分献血の導入

有料採血の完全廃止

採血及び供血あっせん業取締法施行規則の一部改正
血液比重、血圧などの採血基準を緩和し、献血者の対象を拡大。

採血及び供血あっせん業取締法施行規則の一部改正
献血年齢の引き上げを行い、69歳*¹まで献血が可能になる。（血小板成分献血については現行の
まま54歳までとする）

「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」（血液法）が施行
採供法を改称。法の目的を安全性の向上や安定供給の確保等に拡大。

採血に係る健康被害の補償の実施
日本赤十字社において「献血者健康被害救済制度」の運用がスタート。

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部改正
400mL採血の献血年齢を男性に限り18歳から17歳に引き下げる。また血小板成分採血の献血
年齢を男性に限り54歳から69歳*¹まで引き上げる。

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の一部改正
採血等の制限の緩和や採血業の許可基準の明確化、採血事業者のガバナンスを強化するための
措置が講じられる。

＊1　65歳から69歳までの方は、60歳から64歳までの間に献血の経験がある方に限られる。 

（昭和 20 年）

（昭和 27 年）

（昭和 31 年）

（昭和 25 年）

（昭和 37 年）

（昭和 39 年）

（昭和 44 年）

（昭和 49 年）

（昭和 61 年）

（平成 2 年）

（平成 3 年）

（平成 11 年）

（平成 15 年）

（平成 18 年）

（平成 23 年）

（令 和 元 年）

※令和7年10月時点
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